
「当該金額に８％に相当する額を加算した金額が法律上の見積価格である。」

備考

日本ケーブル株式会社東北支店 6,800,000 決定

第１回

指 名 理 由
索道（リフト）施設は各設置メーカーにより施設や部品の仕様・規格等が異なっているため、
当該ペアリフトの支えい索の製造・設置メーカーである業者を指名した。

第２回 第３回
見 積 書 記 載 金 額 ( 円 )

見 積 業 者

随意契約見積執行書

工 事 名 称 平成２６年度　岩木山百沢スキー場第２ペアリフト支えい索交換工事

工 事 場 所 弘前市大字百沢字東岩木山国有林内

区分 特命（１者）随意契約

1時30分午後 法務契約課

(税抜)予 定 価 格

見 積 書 提 出 平成26年7月4日

入 札 保 証 金 無 契約保証金
有

（契約金額の１／１０の額）

工 事 概 要

工 種 発 注 担 当 課 観光政策課

岩木山百沢スキー場第２ペアリフトの鋼索（Ｌ＝1,610ｍ）の交換工事を行う。

設 計 担 当 課 財産管理課機械器具設置工事


